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英
吉
利
法
律
学
校
の
入
学
か
ら
卒
業
ま
で

　

本
学
草
創
期
の
学
生
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
卒
業
証
書
を
授
与

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
七
月

の
英
吉
利
法
律
学
校
設
置
願
書
を
み
る
と
、
各
学
年
の
修
了
ご
と

に
い
わ
ゆ
る
修
業
証
書
が
与
え
ら
れ
、
三
学
年
す
べ
て
の
証
書
を

得
て
最
終
試
験
に
及
第
し
た
学
生
に
「
全
科
卒
業
証
書
」
が
授
与

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
願
書
に
は
卒
業
証
書
の
雛
型
が
掲
載
さ
れ
て
お

ら
ず
、
最
初
の
証
書
が
ど
の
よ
う
な
様
式
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で

な
い
。

　

英
吉
利
法
律
学
校
の
卒
業
証
書
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き

る
史
料
は
、
八
六
年
十
二
月
改
定
の
同
校
規
則
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
証
書
雛
型
が
最
初
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
証
書
は
「
何
某

本
校
ニ
於
テ
法
律
学
全
科
ヲ
修
メ
其
業
ヲ
卒
フ
仍よ
つ

テ
卒
業
証
書
ヲ

授
与
シ
爰こ
こ

ニ
之
ヲ
証
ス
爾
後
永
ク
本
校
々
友
タ
ル
ノ
特
権
ヲ
享
有

ス
ヘ
シ　

年
月
日　

英
吉
利
法
律
学
校
㊞
」
と
い
う
様
式
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
様
の
卒
業
証
書
は
、
慶
応
義
塾
や
専
修
学
校
（
現
専
修
大

学
）
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
私
立
学

校
に
一
般
的
な
様
式
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
八
八
年
七

月
に
授
与
さ
れ
た
花
井
卓
蔵
の
卒
業
証
書
を
み
る
と
、
実
際
に
は

学
生
の
卒
業
を
証
明
す
る
教
員
の
連
名
が
証
書
に
記
載
さ
れ
て
お

り
、
む
し
ろ
官
学
の
東
京
大
学
と
同
じ
様
式
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
時
期
に
は
卒
業
証
書
に
関
す
る
厳
密
な
規
則
は
な
く
雛
型
に
も

あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
八
八
年
五
月
に
「
特
別
認
可
学
校
規
則
」
が
公
布
さ

れ
る
と
、
状
況
は
大
き
く
変
化
す
る
。
こ
の
規
則
は
、
一
部
の
私

立
学
校
に
文
官
高
等
試
験
の
受
験
資
格
を
与
え
て
官
吏
養
成
の
一

翼
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
前
年
七
月
公
布
の
「
文
官
試
験
試
補
及

見
習
規
則
」
を
う
け
て
、
受
験
資
格
を
認
め
ら
れ
た
私
立
学
校
＝

特
別
認
可
学
校
を
管
理
す
る
た
め
の
規
則
で
あ
る
。

　

特
別
認
可
学
校
に
は
、
英
吉
利
法
律
学
校
、
独
逸
学
協
会
学
校

（
現
独
協
大
学
）、
東
京
専
門
学
校
（
現
早
稲
田
大
学
）、
明
治
法
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英
吉
利
法
律
学
校
の
卒
業
証
書

律
学
校
（
現
明
治
大
学
）、
専
修
学
校
、
和
仏
法
律
学
校
（
現
法

政
大
学
）
の
六
校
が
指
定
さ
れ
、
以
後
地
方
官
お
よ
び
文
部
省
の

管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
学
校
で
は
、
教
育
課
程
全
般

に
及
ん
だ
特
別
認
可
学
校
規
則
の
規
制
に

対
応
す
る
た
め
、
学
内
諸
制
度
の
改
編
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
入
試
制

度
に
つ
い
て
は
、
従
来
方
式
に
加
え
て
特

別
認
可
学
校
の
入
学
試
験
が
実
施
さ
れ
、

文
官
高
等
試
験
受
験
資
格
取
得
の
可
否
に

も
と
づ
く
二
系
統
の
在
学
生
が
生
み
出
さ

れ
た
。

　

ま
た
、
卒
業
証
書
に
つ
い
て
も
、
特
別

認
可
学
校
の
卒
業
生
に
対
し
て
は
「
卒

業
証
書　

族
籍
・
姓
名
・
生
年
月
日　

右

者
本
校
所
定
ノ
学
科
ヲ
修
メ
茲こ
こ

ニ
其
業
ヲ

卒
ヘ
タ
リ
依
テ
明
治
二
十
一
年
文
部
省
令

第
三
号
特
別
認
可
学
校
規
則
第
八
条
ニ
従

ヒ
此
証
書
ヲ
授
与
ス　

校
長
・
教
員
連

名　

年
月
日
・
校
印　

番
号
」
と
い
う
様

式
の
証
書
を
授
与
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
。

　

つ
ま
り
、
特
別
認
可
学
校
に
認
定
さ
れ
た
私
立
学
校
で
は
、
二

系
統
の
卒
業
生
に
別
々
の
卒
業
証
書
を
授
与
し
、
そ
の
一
方
は
文

部
省
の
定
め
た
様
式
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

英
吉
利
法
律
学
校
で
も
、
同
規
則
公
布
か
ら
わ
ず
か
二
ヵ
月
後

の
八
八
年
七
月
に
学
則
を
改
正
し
て
文
部
省
の
認
可
を
受
け
、
在

学
生
を
「
特
別
認
可
生
」
と
「
普
通
生
」
と
に
区
分
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
翌
八
九
年
九
月
に
第
一
期
特
別
認
可
生
五
五
人
が
卒

業
し
た
際
に
は
、
従
来
の
卒
業
証
書
様
式
を
大
幅
に
改
正
し
、「
特

別
認
可
生
」
に
は
文
部
省
様
式
に
準
拠
し
た
証
書
を
、「
普
通
生
」

に
は
本
文
の
み
従
来
通
り
と
し
た
同
様
式
の
証
書
を
授
与
し
て
い

る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
卒
業
証
書
は
、
あ
た
か
も
同
校
が
手
中

に
お
さ
め
た
〈
特
権
〉
を
誇
る
か
の
よ
う
に
、
従
来
と
は
全
く
異

な
る
厳
重
な
巻
軸
の
形
態
を
も
つ
証
書
で
あ
っ
た
。

英吉利法律学校の第一期特別認可生卒業証書


